
建
設
地
選
定
に
対
す
る
精
査
に
つ
い
て

問	

精
査
に
つ
い
て
、
ど
こ
に
問
題
が

あ
り
、
ど
の
よ
う
に
精
査
す
る
の
か
。

答	

精
査
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
12
項
目

を
挙
げ
て
、
現
在
検
討
し
精
査
を
進

め
て
い
ま
す
。

問	

精
査
し
た
結
果
に
つ
い
て
、
当
然

建
設
地
の
見
直
し
も
あ
り
得
る
と
解

釈
し
て
よ
い
か
。

答	

建
設
場
所
を
含
め
精
査
の
対
象
に

な
っ
て
い
ま
す
。

土
地
開
発
基
金
に
つ
い
て

問	

今
年
度
一
般
会
計
で
買
い
戻
す
予

定
の
土
地
は
、
30
年
も
前
に
購
入
し

て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
目
的
で
購
入

し
た
も
の
か
。

答	

売
却
予
定
の
２
カ
所
の
土
地
は
、

都
市
公
園
用
地
と
土
地
区
画
整
理
事

業
を
推
進
す
る
目
的
で
取
得
し
た
も

の
で
す
。

地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
商
品
と
契
約
栽
培
の

推
進
に
つ
い
て

問	

大
豆
の
契
約
栽
培
と
醤
油
生
産
に

つ
い
て
生
産
者
に
所
得
補
償
的
な
支

援
を
し
て
い
く
見
通
し
は
。

答	

遊
休
農
地
の
解
消
に
な
る
よ
う
に
、

補
助
事
業
活
用
し
て
い
け
る
よ
う
に

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て

問	

登
録
業
者
に
な
れ
ば
零
細
業
者
も

増
税
に
な
り
、
登
録
し
な
け
れ
ば
取

引
か
ら
除
外
さ
れ
廃
業
す
る
業
者
が

増
え
る
。
議
会
で
は
、
「
制
度
の
中

止
」
の
意
見
書
を
上
げ
た
。
国
に
向

け
て
市
長
の
意
見
を
上
げ
る
べ
き
だ
。

答	

商
工
会
な
ど
に
、
業
者
に
向
け
て

相
談
窓
口
を
設
け
て
い
き
た
い
で
す
。

金
かな

 井
い

 久
ひさ

 男
お

（日本共産党安中市議団）

新
庁
舎
建
設
基
本
構
想
・
土
地
開
発
基

金
・
農
業
振
興
・
税
制
に
つ
い
て

精査の対象になった旧安中高校跡地

令和４年第２回定例会　議員個人の賛否結果一覧表
※�賛否の分かれた議案のみ掲載し
ています。その他の議案は、全
員賛成で可決されました。

議席番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

結果

議　員　名

議　案　名

金
　
井
　
久
　
男

櫻
　
井
　
ひ
ろ
江

松
　
本
　
次
　
男

金
　
井
　
登
美
雄

長
　
嶋
　
陽
　
子

武
　
者
　
葉
　
子

小
　
林
　
克
　
行

佐
　
藤
　
貴
　
雄

小
　
林
　
訂
　
史

遠
　
間
　
大
　
和

罍
　
　
　
次
　
雄

巽
　
　
　
久
　
男

高
　
橋
　
由
　
信

柳
　
沢
　
吉
　
保

小
　
川
　
　
　
剛

柳
　
沢
　
浩
　
之

今
　
井
　
敏
　
博

吉
　
岡
　
完
　
司

奥
　
原
　
賢
　
一

田
　
中
　
伸
　
一

議　 案
第 73 号 安中市立学校設置条例の一部を改正する条例について × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 可決

※議長は、採決に加わらないため「－」としています。� 【○：賛成　×：反対　除：除斥　欠：欠席】

第
２
回
定
例
会

人
事
関
係
議
案

第
２
回
定
例
会

人
事
関
係
以
外
の
議
案

意
見
書
案
を
可
決

　
人
権
擁
護
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
う

推
薦
に
つ
い
て
、
意
見
を
求
め
ら
れ
ま

し
た
の
で
、
こ
れ
に
同
意
し
ま
し
た
。

●
人
権
擁
護
委
員

　
松
井
田
町
新
堀

　
　
前ま

え
ざ
わ澤

　
明あ

き

成な
り

●
安
中
市
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
安
中
市
立
松
井
田
北
中
学
校
を
安
中

市
立
松
井
田
中
学
校
に
統
合
す
る
こ
と

に
伴
い
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

●
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

●
令
和
４
年
度
安
中
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）

　
意
見
書
と
は
、
地
方
自
治
法
に
定
め

ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
国
や
県
な
ど
に

対
し
、
地
方
議
会
が
文
書
で
意
見
具
申

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

　
今
定
例
会
に
は
、
２
件
の
意
見
書

（ 7 ）令和４年７月26日 第74号


